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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物性繊維同士が熱可塑性樹脂により結着された構造を有する繊維ボードの製造方法で
あって、
　植物性繊維と酸変性熱可塑性樹脂を含んだ熱可塑性樹脂繊維とを混合して繊維マットを
形成する繊維マット形成工程と、
　前記繊維マットの両表面に、熱可塑性樹脂の水分散体をスプレー塗布する水分散体塗布
工程と、
　前記水分散体が塗布された繊維マットを一対のコンベア間で加熱加圧して繊維ボードを
得る加熱加圧工程と、を備えることを特徴とする繊維ボードの製造方法。
【請求項２】
　前記繊維マットは、前記植物性繊維と前記熱可塑性樹脂繊維との合計を１００質量％と
した場合に、該植物性繊維が３０～９５質量％である請求項１に記載の繊維ボードの製造
方法。
【請求項３】
　前記水分散体塗布工程では、前記繊維マット１００質量部に対して、前記水分散体に含
まれた熱可塑性樹脂が１～１５質量部となるように該水分散体を塗布する請求項１又は２
に記載の繊維ボードの製造方法。
【請求項４】
　前記熱可塑性樹脂繊維は、前記酸変性熱可塑性樹脂と酸変性されていない熱可塑性樹脂
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とを含有し、その合計を１００質量％とした場合に、該酸変性熱可塑性樹脂は０．５～１
５質量％である請求項１乃至３のうちのいずれかに記載の繊維ボードの製造方法。
【請求項５】
　前記熱可塑性樹脂繊維及び前記水分散体は共に、ポリオレフィンを含む請求項１乃至４
のうちのいずれかに記載の繊維ボードの製造方法。
【請求項６】
　前記植物性繊維は、ケナフ繊維である請求項１乃至５のうちのいずれかに記載の繊維ボ
ードの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は繊維ボードの製造方法に関する。更に詳しくは、植物性繊維を多量に含有する
繊維ボードの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ケナフ等の、短期間で成長し、且つ二酸化炭素吸収量が多い植物資源が、二酸化
炭素排出量削減及び二酸化炭素の固定化等の観点から注目されている。また、この植物資
源を熱可塑性樹脂と複合化した材料を用いてなる複合材としての利用が期待されており、
このような植物資源を用いてなる繊維ボードの製造方法が知られている（下記特許文献１
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－９５９１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　植物性繊維を用いた繊維ボードは、植物性繊維と熱可塑性樹脂繊維とを混合して得られ
る繊維マットを、ダブルベルト方式の熱板により加熱及び加圧して製造される。また、繊
維ボードの機械的特性を向上させる目的で前記熱可塑性樹脂繊維には、酸変性熱可塑性樹
脂が配合される場合があり、この酸変性熱可塑性樹脂が配合された場合には、前記加熱加
圧時に、圧縮された繊維マットが金属製のコンベアに貼り付いてしまうことがある。この
場合、無理に剥がすと繊維ボードの表面が傷ついたり、繊維ボード自体が剥離するように
欠損したりして意匠性が低下するという問題がある。更に、これによって生産効率の低下
及びコスト的な負荷を生じることとなる。このようなコンベアへの貼付きを防止するため
、従来、加熱加圧時に、繊維マットをテトラフルオロエチレン等の優れた離型性を有する
離型シートに挟持する方法が知られている。
　しかし、離型シートは消耗品であるため、交換時にはラインを停止する必要があるとい
う不便を生じることや、離型シート自体が高価であるというコスト的な問題がある。
【０００５】
　本発明は、上記の従来の問題を解決するものであり、酸変性熱可塑性樹脂を含有する場
合であっても、加熱加圧時に繊維マットがコンベアに貼り付いてしまうことを簡便に防止
できる繊維ボードの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は以下のとおりである。
（１）植物性繊維同士が熱可塑性樹脂により結着された構造を有する繊維ボードの製造方
法であって、
　植物性繊維と酸変性熱可塑性樹脂を含んだ熱可塑性樹脂繊維とを混合して繊維マットを
形成する繊維マット形成工程と、
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　前記繊維マットの両表面に、熱可塑性樹脂の水分散体をスプレー塗布する水分散体塗布
工程と、
　前記水分散体が塗布された繊維マットを一対のコンベア間で加熱加圧して繊維ボードを
得る加熱加圧工程と、を備えることを特徴とする繊維ボードの製造方法。
（２）前記繊維マットは、前記植物性繊維と前記熱可塑性樹脂繊維との合計を１００質量
％とした場合に、該植物性繊維が３０～９５質量％である上記（１）に記載の繊維ボード
の製造方法。
（３）前記水分散体塗布工程では、前記繊維マット１００質量部に対して、前記水分散体
に含まれた熱可塑性樹脂が１～１５質量部となるように該水分散体を塗布する上記（１）
又は（２）に記載の繊維ボードの製造方法。
（４）前記熱可塑性樹脂繊維は、前記酸変性熱可塑性樹脂と酸変性されていない熱可塑性
樹脂とを含有し、その合計を１００質量％とした場合に、該酸変性熱可塑性樹脂は０．５
～１５質量％である上記（１）乃至（３）のうちのいずれかに記載の繊維ボードの製造方
法。
（５）前記熱可塑性樹脂繊維及び前記水分散体は共に、ポリオレフィンを含む上記（１）
乃至（４）のうちのいずれかに記載の繊維ボードの製造方法。
（６）前記植物性繊維は、ケナフ繊維である上記（１）乃至（５）のうちのいずれかに記
載の繊維ボードの製造方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の繊維ボードの製造方法によれば、酸変性熱可塑性樹脂を含有する場合であって
も、加熱加圧時に繊維マットがコンベアに貼り付いてしまうことを簡便に防止できる。こ
れにより、優れた機械的特性及び意匠性を備える繊維ボードを効率よく低コストで製造で
きる。
　植物性繊維と熱可塑性樹脂繊維との合計を１００質量％とした場合に、植物性繊維が３
０～９５質量％である場合は、多量の植物性繊維を活用しつつ、優れた機械的特性及び意
匠性を備える繊維ボードを効率よく低コストで製造できる。
　水分散体塗布工程で繊維マット１００質量部に対して水分散体に含まれた熱可塑性樹脂
が１～１５質量部となるように水分散体を塗布する場合は、特に優れた離型効果が得られ
る。従って、優れた機械的特性及び意匠性を備える繊維ボードをより効率よく低コストで
製造できる。
　熱可塑性樹脂繊維が酸変性熱可塑性樹脂と酸変性されていない熱可塑性樹脂とを含有し
、その合計を１００質量％とした場合に、酸変性熱可塑性樹脂が０．５～１５質量％であ
る場合は、本発明の方法を用いることによる優れた離型性を特に効果的に得ることができ
る。
　熱可塑性樹脂繊維及び水分散体が共にポリオレフィンを含む場合は、特に優れた機械的
特性及び意匠性を備える繊維ボードが得られる。
　植物性繊維がケナフ繊維である場合は、ケナフが短期間で成長する一年草であり、且つ
優れた二酸化炭素吸収性等を有するため、大気中の二酸化炭素量の削減、森林資源の有効
利用等に貢献することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の工程に従って繊維ボードを製造する繊維ボード製造装置の一例を示す模
式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を詳しく説明する。
　本発明の繊維ボードの製造方法は、植物性繊維同士が熱可塑性樹脂により結着された構
造を有する繊維ボードの製造方法であって、繊維マット形成工程と、水分散体塗布工程と
、加熱加圧工程と、を備えることを特徴とする。
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【００１０】
〈繊維マット形成工程〉
　前記「繊維マット形成工程」は、植物性繊維と酸変性熱可塑性樹脂を含んだ熱可塑性樹
脂繊維とを混合して繊維マットを形成する工程である。
【００１１】
　上記「植物性繊維」は、植物に由来する材料を用いてなる繊維であればよく、特に限定
されない。この植物性繊維としては、ケナフ、ジュート麻、マニラ麻、サイザル麻、雁皮
、三椏、楮、バナナ、パイナップル、ココヤシ、トウモロコシ、サトウキビ、バガス、ヤ
シ、パピルス、葦、エスパルト、サバイグラス、麦、稲、竹、各種針葉樹（スギ、ヒノキ
等）、各種の広葉樹及び綿花などの植物体を用いてなる繊維が挙げられる。この植物性繊
維は１種のみ用いてもよく、２種以上を併用してもよい。これらのうちでは、ケナフ繊維
が好ましい。ケナフは短期間で成長する一年草であり、優れた二酸化炭素吸収性を有する
ため、ケナフ繊維を用いた場合、大気中の二酸化炭素量の削減、及び森林資源の有効利用
等に貢献することができる。
【００１２】
　また、植物性繊維として用いる植物体の部位は特に限定されず、非木質部（靱皮など）
、木質部、葉部、茎部及び根部等の植物体を構成するいずれの部位であってもよい。更に
、特定部位のみを用いてもよく、２箇所以上の異なる部位を併用してもよい。特に前記ケ
ナフにおいては靱皮から得られるケナフ繊維が特に好ましい。
【００１３】
　尚、本発明におけるケナフは、木質茎を有する早育性の一年草であるケナフである。こ
のケナフはアオイ科に分類される植物であり、学名におけるｈｉｂｉｓｃｕｓ　ｃａｎｎ
ａｂｉｎｕｓ及びｈｉｂｉｓｃｕｓ　ｓａｂｄａｒｉｆｆａ等が含まれ、更に通称名にお
ける紅麻、キューバケナフ、洋麻、タイケナフ、メスタ、ビムリ、アンバリ麻及びボンベ
イ麻等が含まれる。また、本発明に用いる植物性繊維としては前記ケナフ繊維以外にジュ
ート繊維も好ましく用いることができる。ジュート繊維はジュート麻から得られる繊維で
ある。このジュート麻には、黄麻（コウマ、Ｃｏｒｃｈｏｒｕｓ　ｃａｐｓｕｌａｒｉｓ
　Ｌ．）、綱麻（ツナソ）、シマツナソ及びモロヘイヤを含む麻、並びにシナノキ科の植
物などが含まれる。
【００１４】
　植物性繊維の平均繊維長及び平均繊維径等は特に限定されないが、平均繊維長は１０ｍ
ｍ以上であることが好ましい。平均繊維長が１０ｍｍ以上であれば、熱可塑性樹脂繊維と
の混合により繊維マットを得ることが容易であり（特に、繊維間の絡み合いが形成され易
い）、得られる繊維ボードの機械的特性を向上させることができる。
　この植物性繊維の平均繊維長は１０～１５０ｍｍ、特に２０～１００ｍｍ、更に３０～
８０ｍｍであることがより好ましい。この繊維長範囲であれば、繊維マットを得るための
混合がより容易であると共に、得られる繊維ボードの機械的特性をより向上させることが
できる。尚、この平均繊維長は、ＪＩＳ　Ｌ１０１５に準拠し、直接法にて無作為に単繊
維を１本づつ取り出し、伸張させずに直伸させ、置尺上で繊維長を測定し、合計２００本
について測定した値の平均値である。
【００１５】
　また、植物性繊維の平均繊維径は１ｍｍ以下であることが好ましい。平均繊維径が１ｍ
ｍ以下であれば、繊維ボードの機械的特性を向上させることができる。この平均繊維径は
０．００１～０．５ｍｍ、特に０．０１～０．２ｍｍ、更に０．０２～０．１ｍｍである
ことがより好ましい。尚、この平均繊維径は、繊維長を測定した植物性繊維の長さ方向の
中央部における繊維径を光学顕微鏡により観察し、測定した値の平均値である。
【００１６】
　前記「熱可塑性樹脂繊維」は、酸変性熱可塑性樹脂（以下、「酸変性樹脂」ともいう）
と、酸変性されていない熱可塑性樹脂（以下、「非酸変性樹脂」ともいう）とを含有する
。この熱可塑性樹脂繊維は、通常、酸変性樹脂と非酸変性樹脂とを共に溶融紡糸して得ら
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れる。
【００１７】
　前記「酸変性熱可塑性樹脂」は、酸基が導入された熱可塑性樹脂である。この酸基の種
類は特に限定されないが、通常、無水カルボン酸残基（－ＣＯ－Ｏ－ＯＣ－）及び／又は
カルボン酸残基（－ＣＯＯＨ）である。酸基はどのような化合物により導入されてもよく
、酸基を導入する化合物としては、無水マレイン酸、無水イタコン酸、無水コハク酸、無
水グルタル酸、無水アジピン酸等の酸無水物、及びマレイン酸、イタコン酸、フマル酸、
アクリル酸、メタクリル酸等のカルボン酸が挙げられる。これらは１種のみ用いてもよく
２種以上を併用してもよい。これらの化合物のうちでは、酸無水物が好ましく、無水マレ
イン酸及び無水イタコン酸がより好ましく、無水マレイン酸が特に好ましい。
【００１８】
　更に、酸変性樹脂を構成する骨格となる熱可塑性樹脂（以下、「骨格樹脂」という。）
の種類は特に限定されず、種々の熱可塑性樹脂を用いることができる。この骨格樹脂とし
ては、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリスチレン、アクリル樹脂（メタクリレート及
び／又はアクリレート等を用いてなる樹脂）、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアセ
タール、並びにＡＢＳ樹脂などが挙げられる。また、ポリオレフィンとしては、ポリプロ
ピレン、エチレン－プロピレン共重合樹脂、ポリエチレン等が挙げられる。ポリエステル
としては、ポリ乳酸、ポリカプロラクトン、ポリブチレンサクシネート等の脂肪族ポリエ
ステル、及びポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチ
レンテレフタレート等の芳香族ポリエステルが挙げられる。これらのなかではポリオレフ
ィンが好ましい。
【００１９】
　この酸変性樹脂の具体例としては、三洋化成工業株式会社製、商品名「ユーメックス」
（特に「ユーメックス１００１」及び「ユーメックス１０１０」等が好ましい。）、三井
化学株式会社製、商品名「アドマー」（特に「アドマーＱＥ８００」等が好ましい。）、
三菱化学株式会社製、商品名「モディック」（特に「モディック－ＡＰ　Ｐ９０８」等が
好ましい。）、並びに東洋化成工業株式会社製、商品名「トーヨータック」（特に「トー
ヨータックＨ－１１００Ｐ－Ｐ」等が好ましい。）などが挙げられる。
【００２０】
　酸変性樹脂に導入される酸基の量は特に限定されないが、酸価を指標とした場合、酸価
５以上（通常、８０以下）であればよく、酸価１５以上であることが好ましい。即ち、比
較的酸価が高い酸変性樹脂であることが好ましい。このような酸変性樹脂であれば、酸変
性樹脂の含有量を抑えながら、植物性繊維同士を十分に結着させることができる。更に、
好適な繊度の熱可塑性樹脂繊維が作製し易い。この酸価は１５～７０であることが好まし
く、特に２０～６０、更に２３～３０であることがより好ましい。尚、この酸価はＪＩＳ
　Ｋ００７０により測定することができる。
【００２１】
　更に、この酸変性樹脂の分子量も特に限定されないが、重量平均分子量が１００００～
２０００００、特に１００００～１０００００であることが好ましい。即ち、比較的分子
量の小さい酸変性樹脂であることが好ましい。このような酸変性樹脂を用いることにより
、酸変性樹脂の使用量を抑えながら、植物性繊維同士を十分に結着させることができる。
また、好適な繊度の熱可塑性樹脂繊維が作製し易い。この重量平均分子量の下限値は１５
０００、特に２５０００、更に３５０００であることが特に好ましく、重量平均分子量の
上限値は２０００００、特に１５００００、更に１０００００であることが特に好ましい
。また、この酸変性樹脂の重量平均分子量は３５０００～６００００であることが更に好
ましい。尚、重量平均分子量はＧＰＣ法（標準ポリスチレン換算）により測定される。
【００２２】
　更に、酸変性樹脂の溶融粘度も特に限定されないが、１６０℃において４０００～３０
０００ｍＰａ・ｓであることが好ましい。このような酸変性樹脂を用いることにより、酸
変性樹脂の含有量を抑えながら、植物性繊維同士を十分に結着させることができる。また



(6) JP 5246047 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

、好適な繊度の熱可塑性樹脂繊維を作製し易い。この溶融粘度は４０００～２５０００ｍ
Ｐａ・ｓ、特に５０００～２００００ｍＰａ・ｓ、更に１００００～２００００ｍＰａ・
ｓであることがより好ましい。尚、溶融粘度は１６０℃においてＢ型粘度計（ＪＩＳ　Ｋ
７１１７に基づき４号ローターを使用）により測定される。
【００２３】
　上記の好ましい酸価、重量平均分子量及び溶融粘度を併せて有する酸変性樹脂としては
、前記の三洋化成工業株式会社製、商品名「ユーメックス」が挙げられ、特に「ユーメッ
クス１００１」及び／又は商品名「ユーメックス１０１０」がより好ましい。
【００２４】
　前記非酸変性樹脂（熱可塑性樹脂繊維を構成する樹脂のうちの酸変性されていない熱可
塑性樹脂）の種類は特に限定されず、種々の熱可塑性樹脂を用いることができる。この非
酸変性熱可塑性樹脂としては、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリスチレン、アクリル
樹脂（メタクリレート及び／又はアクリレート等を用いてなる樹脂）、ポリアミド、ポリ
カーボネート、ポリアセタール、並びにＡＢＳ樹脂などが挙げられる。また、ポリオレフ
ィンとしては、アイソタクチックプロピレン単独重合体（以下、「ＰＰ単独重合体」とい
う。）、エチレン－プロピレンブロック共重合樹脂（以下、「ＥＰブロック共重合樹脂」
という。）、ポリエチレン等が挙げられる。ポリエステルとしては、ポリ乳酸、ポリカプ
ロラクトン、ポリブチレンサクシネート等の脂肪族ポリエステル、及びポリエチレンテレ
フタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート等の芳香族
ポリエステルが挙げられる。この非酸変性樹脂は１種のみ用いてもよく、２種以上を併用
してもよい。
【００２５】
　前記酸変性樹脂と非酸変性樹脂とは同種の樹脂であってもよく、異なる樹脂であっても
よいが、同種であることが好ましく、いずれもポリオレフィンであることがより好ましい
。ポリオレフィンは取扱いが容易であり、且つ優れた柔軟性及び賦形性等を有し、繊維ボ
ードの生産性を向上させることができる。このポリオレフィンとしては、ＰＰ単独重合体
、ＥＰブロック共重合樹脂、ポリエチレン等が好ましい（酸変性樹脂においては骨格樹脂
）。更に、酸変性樹脂及び非酸変性樹脂が、いずれもＰＰ単独重合体及び／又はＥＰブロ
ック共重合樹脂、又は、それを骨格樹脂とすることがより好ましく、酸変性樹脂が無水マ
レイン酸を用いて変性されたＰＰ単独重合体及び／又はＥＰブロック共重合樹脂であり、
且つ非酸変性樹脂がＰＰ単独重合体及び／又はＥＰブロック共重合樹脂であることが特に
好ましい。
【００２６】
　前記熱可塑性樹脂繊維に含まれる酸変性樹脂及び非酸変性樹脂の量比は特に限定されな
いが、酸変性樹脂と非酸変性樹脂との合計を１００質量％とした場合に、酸変性樹脂は０
．５～１５質量％であることが好ましく、１～１０質量％であることがより好ましく、２
～７質量％であることが特に好ましい。
【００２７】
　また、酸変性樹脂は、後述する第２の熱可塑性樹脂繊維の使用の有無に関わらず、植物
性繊維と熱可塑性樹脂繊維との合計を１００質量％とした場合に、１～１０質量部である
ことが好ましく、１～８質量部、特に１～５質量部、更に１～３質量部であることがより
好ましい。酸変性樹脂の割合が１～１０質量部、特に１～５質量部であれば、植物性繊維
の繊維間が十分に結着され、優れた機械的特性を有する繊維ボードとすることができる。
【００２８】
　更に、熱可塑性樹脂繊維の繊度等は特に限定されないが、繊度は１～１００ｄｔｅｘで
あることが好ましい。この範囲の繊度であれば、植物性繊維との混合が容易であり、各々
の繊維をより均一に分散させることができる。この繊度は１～５０ｄｔｅｘ、特に１～２
０ｄｔｅｘ、更に３～１０ｄｔｅｘであることがより好ましい。尚、繊度３～１０ｄｔｅ
ｘの熱可塑性樹脂繊維の平均繊維径は、酸変性樹脂として無水マレイン酸変性ＰＰ単独重
合体及び／又は無水マレイン酸変性ＥＰブロック共重合樹脂を使用し、非酸変性樹脂とし
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てＰＰ単独重合体及び／又はＥＰブロック共重合樹脂を使用した場合、３．８～３７．５
μｍ程度となる。この繊度は長さ１００００ｍの繊維の質量（単位；ｇ）により表される
。また、平均繊維径の測定方法は植物性繊維の場合と同様である。
【００２９】
　この繊維マット形成工程において、植物性繊維と熱可塑性樹脂繊維とを混合する方法は
特に限定されず、種々の方法により混合することができるが、通常、乾式法又は湿式法に
より混合することができ、これらのうちでは乾式法が好ましい。本発明の製造方法では、
吸湿性を有する植物性繊維を用いるため、抄紙法等の湿式法により混合した場合、高度な
乾燥工程を必要とすることになるため、より簡易に混合することができる乾式法が好まし
い。この乾式法としては、エアーレイ方式及びカード方式等が挙げられるが、より簡易な
装置で効率よく混合することができるエアーレイ方式が好ましい。このエアーレイ方式で
は、それぞれの繊維を気流によって浮遊させ、その後、コンベアベルト上等に堆積させて
、植物性繊維と熱可塑性樹脂繊維とが分散されて堆積されてなる繊維マットを作製するこ
とができる。
【００３０】
　前記エアーレイ方式を用いる場合、繊維マットの形態は特に限定されず、混合繊維が１
層のみ堆積されてなる繊維マットを前記繊維マットとして用いてもよく、混合繊維が２層
以上堆積されてなる繊維マット（積層繊維マット）を前記繊維マットとして用いてもよい
。堆積層数によって繊維マットの厚さを調整でき、得られる繊維ボードの目付量を調整で
きる。更に、繊維マットは、各々堆積層同士がよりよく交絡されて一体化されるように交
絡加工が施されてもよい。交絡加工の方法は特に限定されず、ニードルパンチ法、ステッ
チボンド法及びウォーターパンチ法等が挙げられる。これらの方法は１種のみを用いても
よく２種以上を併用してもよい。
【００３１】
　更に、この繊維マットは、前記植物性繊維及び前記熱可塑性樹脂繊維の２種の繊維のみ
からなってもよいが、これら２種以外の繊維を含んでもよい。これらの２種以外の繊維と
しては、非酸変性樹脂のみからなる第２の熱可塑性樹脂繊維が挙げられる。この第２の熱
可塑性樹脂繊維は、前記熱可塑性樹脂繊維（酸変性樹脂を含有する熱可塑性樹脂繊維、以
下、「第１の熱可塑性樹脂繊維」ともいう）に含むことができる非酸変性樹脂をそのまま
適用できるが、なかでも、第１の熱可塑性樹脂繊維を構成する非酸変性樹脂よりも融点が
低い非酸変性樹脂からなる繊維であることが好ましい。第２の熱可塑性樹脂繊維を構成す
る非酸変性樹脂の融点は、第１の熱可塑性樹脂繊維を構成する非酸変性樹脂の融点よりも
低ければよく、その温度差は特に限定されないが、１０～５０℃、特に１５～４５℃、更
に２０～４０℃であることが好ましい。
【００３２】
　第２の熱可塑性樹脂繊維を構成する非酸変性樹脂としては、ポリオレフィン、ポリエス
テル、ポリスチレン、アクリル樹脂（メタクリレート及び／又はアクリレート等を用いて
なる樹脂）、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアセタール、並びにＡＢＳ樹脂などを
用いることができる。特に比較的融点が低い各種のランダム共重合樹脂を用いることが好
ましく、特にエチレン－プロピレンランダム共重合樹脂（以下、「ＥＰランダム共重合樹
脂」という。）が好ましい。更に、このＥＰランダム共重合樹脂の融点は１２０～１４０
℃であることが好ましい。尚、この範囲の融点を有していれば、例えば、高密度ポリエチ
レン等を用いることもできる。
【００３３】
　これらのなかでも、第２の熱可塑性樹脂繊維を用いる場合には、第１の熱可塑性樹脂繊
維を構成する酸変性樹脂として酸変性ポリプロピレンを、第１の熱可塑性樹脂繊維を構成
する非酸変性樹脂としてＥＰブロック共重合樹脂を、第２の熱可塑性樹脂繊維を構成する
熱可塑性樹脂としてＥＰランダム共重合樹脂を、各々組み合わせて用いることが好ましい
。更に、前記酸変性樹脂としての酸変性ポリプロピレンの骨格樹脂はＥＰブロック共重合
樹脂であることがより好ましい。このような組み合わせであれば、優れた機械的特性を有
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する繊維ボードを製造できる。
【００３４】
　第２の熱可塑性樹脂繊維を用いる場合、この第２の熱可塑性樹脂繊維の形態は特に限定
されないが、その繊度は１～１００ｄｔｅｘであることが好ましい。この範囲の繊度であ
れば、植物性繊維及び第１の熱可塑性樹脂繊維との混合が容易であり、各々の繊維をより
均一に分散させることができる。この繊度は１～５０ｄｔｅｘ、特に１～２０ｄｔｅｘ、
更に３～１０ｄｔｅｘであることがより好ましい。尚、繊度３～１０ｄｔｅｘの第２の熱
可塑性樹脂繊維の平均繊維径は、ＥＰランダム共重合樹脂を使用した場合、３．８～３７
．５μｍ程度となる。この繊度は長さ１００００ｍの繊維の質量（単位；ｇ）により表さ
れる。また、平均繊維径の測定方法は植物性繊維の場合と同様である。
【００３５】
　上記「繊維マット」の目付量、厚さ及び目付量と厚さとで定まる密度は特に限定されな
いが、通常、目付量は４００～３０００ｇ／ｍ２、好ましくは６００～２０００ｇ／ｍ２

である。また、厚さは５ｍｍ以上（通常、５０ｍｍ以下）であることが好ましく、８～４
０ｍｍ、特に１０～３０ｍｍであることがより好ましい。更に、密度は０．３ｇ／ｃｍ３

以下（通常、０．０５ｇ／ｃｍ３以上）である。尚、密度はＪＩＳ　Ｋ７１１２（プラス
チック－非発泡プラスチックの密度及び比重の測定方法）に準じて測定することができる
。
【００３６】
　繊維マットの形成に用いる植物性繊維及び熱可塑性樹脂繊維の量比は特に限定されない
が、植物性繊維及び熱可塑性樹脂繊維の合計を１００質量％とした場合に、植物性繊維は
３０～９５質量％であることが好ましい。この範囲では、繊維ボードに優れた賦形性が付
与され、且つ優れた機械的特性を有する繊維ボードとすることができる。この植物性繊維
の含有量は４０～８５質量％であることが好ましく、４５～７５質量％であることがより
好ましい。これらの範囲であれば、賦形性及び機械的特性がより向上する。
　尚、前記熱可塑性樹脂繊維として、前記第１の熱可塑性樹脂繊維（酸変性樹脂及び非酸
変性樹脂を含有）及び第２の熱可塑性樹脂繊維（酸変性樹脂を含まず、非酸変性樹脂を含
む）の両方の繊維を用いる場合についても上記と同様である。更に、本発明における植物
性繊維の質量は、平衡水分率１０％における測定値であるものとする。
【００３７】
　また、熱可塑性樹脂繊維の平均繊維長は特に限定されないが、１０ｍｍ以上であること
が好ましい。平均繊維長が１０ｍｍ以上であれば、植物性繊維との混合が容易であり（特
に、繊維間の絡み合いが形成され易い）、繊維ボードの機械的特性を向上させ易い。この
平均繊維長は１０～１５０ｍｍ、特に２０～１００ｍｍ、更に３０～７０ｍｍであること
がより好ましい。この繊維長範囲であれば、混合がより容易であり、繊維ボードの機械的
特性をより向上させることができる。更に、熱可塑性樹脂繊維は植物性繊維よりも平均繊
維長が短いことが好ましい。
　また、熱可塑性樹脂繊維の平均繊維径は１ｍｍ以下であることが好ましい。１ｍｍ以下
であれば、繊維ボードの機械的特性を向上させることができる。この平均繊維径は０．０
０１～０．５ｍｍ、特に０．０１～０．２ｍｍ、更に０．０２～０．１ｍｍであることが
より好ましい。
　尚、平均繊維長及び平均繊維径の測定方法は植物性繊維の場合と同様である。
【００３８】
〈水分散体塗布工程〉
　前記「水分散体塗布工程」は、前記繊維マットの両表面に、熱可塑性樹脂の水分散体を
スプレー塗布する工程である。
【００３９】
　前記「水分散体」は、熱可塑性樹脂を分散質とすると共に、水を分散媒の主成分とする
ものである。この水分散体に含有される熱可塑性樹脂としては、ポリオレフィン、ポリエ
ステル、ポリスチレン、アクリル樹脂（メタクリレート及び／又はアクリレート等を用い
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てなる樹脂）、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアセタール、並びにＡＢＳ樹脂など
を用いることができる。これらのなかでは、熱可塑性樹脂繊維を構成する酸変性樹脂及び
非酸変性樹脂と同種であることが好ましく、特にポリオレフィンが好ましい。即ち、熱可
塑性樹脂繊維及び水分散体は共にポリオレフィンを含むことが好ましい。更に換言すれば
、熱可塑性樹脂繊維を構成する酸変性樹脂及び非酸変性樹脂、並びに、水分散体に含まれ
る熱可塑性樹脂は、共に、ポリオレフィンであることが好ましい。
【００４０】
　また、分散質として用いるポリオレフィンの変性の有無は特に限定されず、非変性ポリ
オレフィンを用いてもよく、変性ポリオレフィンを用いてもよい。変性ポリオレフィンを
用いる場合としては、例えば、酸変性されたポリオレフィン（酸基を有するポリオレフィ
ン）の酸基を中和して得られたポリオレフィン（即ち、酸基中和ポリオレフィン）が挙げ
られる。この場合の酸変性ポリオレフィン（中和前のポリオレフィン樹脂）としては、前
記熱可塑性樹脂繊維に用いられる酸変性ポリオレフィンを用いることができる。
　本発明で用いることができる具体的な水分散体としては、商品名ケミパールＷＰ１００
（三井化学株式会社製のＰＰ水分散体）、商品名ケミパールＷ４０１（三井化学株式会社
製のＰＥ水分散体）、商品名ケミパールＷ４００５（三井化学株式会社製のＰＥ水分散体
）、商品名ケミパールＷ９００（三井化学株式会社製のＰＥ水分散体）、商品名ケミパー
ルＷ９０５（三井化学株式会社製のＰＥ水分散体）、商品名ケミパールＷＨ２０１（三井
化学株式会社製のＰＥ水分散体）などが挙げられる。
【００４１】
　更に、水分散体に含まれる熱可塑性樹脂の形態は特に限定されないが粒子状であること
が好ましい。即ち、熱可塑性樹脂粒子を分散質として含む水分散体であることが好ましい
。この熱可塑性樹脂粒子を用いる場合、その平均粒径等は特に限定されないが、０．１～
１５μｍが好ましく、０．３～５μｍがより好ましく、０．５～２μｍが更に好ましい。
この範囲では、スプレー塗布性に優れており、加熱加圧工程において繊維マットのコンベ
アへの付着をよりよく抑制できる。尚、平均粒径はレーザー回折・散乱式粒度分布測定装
置を用いたマイクロトラック法による。
【００４２】
　更に、水分散体の固形分濃度は、特に限定されないが、５～５５％であることが好まし
く、１０～５０％がより好ましく、１５～４５％が更に好ましい。この範囲では、スプレ
ー塗布性に優れており、加熱加圧工程において繊維マットのコンベアへの付着をよりよく
抑制できる。
　また、水分散体の粘度は、１０００ｍＰａ・ｓ以下（通常、５０ｍＰａ・ｓ以上）であ
ることが好ましく、７００ｍＰａ・ｓ以下がより好ましく、５００ｍＰａ・ｓ以下が更に
好ましい。この範囲では、スプレー塗布性に優れており、加熱加圧工程において繊維マッ
トのコンベアへの付着をよりよく抑制できる。
　尚、水分散体にはその機能を阻害しない範囲で他の成分が含有されてもよい。
【００４３】
　この水分散体塗布工程では、繊維マット１００質量部に対して、水分散体に含まれた熱
可塑性樹脂が１～１５質量部となるように水分散体を塗布することが好ましい。この範囲
では、繊維マット表面により均一且つ少量を塗布することができ、植物性繊維と熱可塑性
樹脂との配合比を大きく変えることなく、加熱加圧工程において繊維マットのコンベアへ
の付着を効果的に抑制できる。この塗布量は、水分散体に含まれた熱可塑性樹脂が１～１
４質量部となる量であることがより好ましく、２～１３質量部となる量であることが更に
好ましく、２～１２質量部となる量であることが特に好ましい。
【００４４】
〈加熱加圧工程〉
　前記「加熱加圧工程」は、水分散体が塗布された繊維マットを一対のコンベア間で加熱
加圧して繊維ボードを得る工程である。この加熱加圧によって、繊維マットに含まれた熱
可塑性樹脂繊維が溶融され、溶融された熱可塑性樹脂繊維によって植物性繊維同士が結着
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される。
【００４５】
　この加熱加圧工程における加熱温度は、熱可塑性樹脂繊維を溶融できる温度であればよ
く、特に限定されないが、通常、１５０～２８０℃である。
　特に、酸変性樹脂の骨格樹脂、非酸変性樹脂、及び水分散体の分散質を構成する熱可塑
性樹脂のいずれにもポリプロピレンを用いた場合には、１７０～２５０℃が好ましく、１
８０～２４０℃がより好ましく、１９０～２３０℃が更に好ましい。
　尚、この温度は繊維マット内の温度を接触式温度センサーによって測定して得られる値
である。
【００４６】
　また、加熱加圧工程における加圧圧力は特に限定されないが、０．５～８ＭＰａが好ま
しく、、０．７～５ＭＰａがより好ましく、１～４ＭＰａが更に好ましい。この加圧によ
る圧縮によって、圧縮しない場合に比べて植物性繊維同士をより強固に結着できる。
　尚、この圧力は加圧機に内蔵された圧力センサーによって得られる値である。
【００４７】
　この加熱加圧工程においては、加熱と加圧とは同時に行ってもよく、加熱の後工程とし
て加圧を行ってもよい。更に、加熱及び加圧は連続して行うことができる。
　尚、本発明における加熱加圧工程はコンベアを用いて繊維ボードを製造するための工程
であるが、本発明には含まれないものの、繊維マットを加熱加圧工程において直接的に賦
形することもできる。即ち、金型を用いて圧縮することにより、繊維ボードではなく、そ
の他の各種の形状（製品形状）に成形することもできる。
　更に、本発明の方法により製造される繊維ボードに含有される植物性繊維及び熱可塑性
樹脂は、繊維マット形成工程で用いる植物性繊維及び熱可塑性樹脂の割合がそのまま維持
される。
【００４８】
　また、繊維ボードは繊維マットが加熱加圧されたものであればよく、その性状について
は特に限定はされないが、前記繊維マットが、例えば、目付量４００～３０００ｇ／ｍ２

（好ましくは６００～２０００ｇ／ｍ２）、厚さ５ｍｍ以上（通常、５０ｍｍ以下、好ま
しくは８～４０ｍｍ、更に好ましくは１０～３０ｍｍ）、密度０．３ｇ／ｃｍ３以下（通
常、０．０５ｇ／ｃｍ３以上）、であることが好ましいのに対して、繊維ボードは、目付
量３８０～２８８０ｇ／ｍ２（好ましくは５８０～１９２０ｇ／ｍ２）、厚さ５ｍｍ未満
（通常、１ｍｍ以上、好ましくは１．５～４ｍｍ、更に好ましくは２～３ｍｍ）、密度０
．３ｇ／ｃｍ３を越える（通常、１．０ｇ／ｃｍ３以下）、であることが好ましい。
【００４９】
　本発明の方法では、前記各工程以外にも他の工程を備えることができる。他の工程とし
ては、水分散体を塗布した繊維マットを加熱加圧する前に水分散体の媒体を乾燥除去する
ための乾燥工程や、加熱加圧されて得られた繊維ボードを所望の大きさに裁断する裁断工
程などが挙げられる。これらの工程は１種のみを用いてもよく２種以上を併用してもよい
。
　更に、本発明の方法で得られた繊維ボードは、必要に応じて、更に賦形工程（本成形工
程）を経てより複雑な形状を有する成形品とすることもできる。
【００５０】
〈繊維ボード製造装置〉
　図１は、本発明の工程に従って繊維ボードを製造する繊維ボード製造装置１の一例を示
す模式図である。この繊維ボード製造装置１は、繊維マット形成手段１０と、水分散体塗
布手段２０と、加熱加圧手段３０と、を有する。この装置１では、前記繊維マット形成工
程、前記水分散体塗布工程、及び前記加熱加圧工程を行うことができる。
【００５１】
〈繊維マット形成手段〉
　前記繊維マット形成手段１０では、回転する回転体１１と、この回転体１１の表面に供
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給された原料繊維（植物性繊維及び熱可塑性樹脂繊維）に圧縮空気を吹き付けて飛散させ
るエアブロー装置１３と、を備えると共に、本発明の工程のうちの繊維マット形成工程を
行うことができる。
　繊維マット形成手段１０では、原料繊維（植物性繊維及び熱可塑性樹脂繊維）は回転体
１１の背部（図１左側）に供給される。回転体１１の表面にはガーネットワイヤ（図示せ
ず）と呼ばれる表面に無数の突起が形成されたワイヤが巻きつけられており、回転体１１
の背部から上部に至る範囲には、大小二つのローラ（ウォッカとストリッパ）からなるロ
ーラ対１２が複数配置されている。繊維マット形成手段１０に原料繊維が供給されると、
原料繊維は、ガーネットワイヤによって回転体１１の表面に付着して、回転体１１の回動
によって搬送されてローラ対１２に巻き込まれてほぐされながら回転体１１の表面を搬送
される。そして、原料繊維は、回転体１１の正面側（図１右側）上方に配設されたエアブ
ロー装置１３から吹き付けられた圧縮空気によって吹き飛ばされて、堆積されて位置にお
いて繊維マットが形成される。
【００５２】
　通常、図１に例示されるように、繊維マット形成手段１０には、その上流側に搬送手段
４１、下流側に搬送手段４２、が接続される。搬送手段４１は、小径ローラ４１１及び弾
力性を有する樹脂製のベルト４１２を備えると共に、ベルト４１２は小径ローラ４１１に
緊張状態で掛けられ、小径ローラ４１１の回転に伴って図中矢印の方向へ周回駆動される
。同様に、搬送手段４２は、小径ローラ４２１及び弾力性を有する樹脂製のベルト４２２
を備えると共に、ベルト４２２は小径ローラ４２１に緊張状態で掛けられ、小径ローラ４
２１の回転に伴って図中矢印の方向へ周回駆動される。
【００５３】
　そして、図１左方から原料繊維が搬送手段４１によって、繊維マット形成手段１０に対
して供給された後、上記繊維マット形成手段１０において繊維マット形成工程が行われ、
エアブロー装置１３によって吹き飛ばされた原料繊維は繊維マットとして、搬送手段４２
のベルト４２２上に堆積されると共に、搬送手段４２によって、水分散体塗布手段２０へ
と搬送される。
【００５４】
　尚、繊維マット形成手段１０は、繊維ボード製造装置１に複数搭載することもできる。
繊維マット形成手段１０を複数搭載した場合には、各繊維マット形成手段１０から各々の
繊維マットが形成されるが、これらを積層して交絡することで１層の繊維マットとして形
成することができる。
【００５５】
〈水分散体塗布手段〉
　水分散体塗布手段２０は、本発明の工程のうちの水分散体塗布工程を行うことができる
。この水分散体塗布手段２０は、この手段２０に供給された水分散体を噴霧するための噴
射部２１を備え、搬送手段４２等の搬送手段によって搬送されてきた繊維マットの表面に
水分散体をスプレー塗布する。また、この際に、繊維マットの両表面へ水分散体を塗布す
る方法は特に限定されない。例えば、（１）水分散体塗布手段２０を、２機備えた上で、
搬送手段４２のライン上で繊維マットを表裏反転させて第１の水分散体塗布手段により水
分散体を繊維マットの表面側に塗布し、次いで、第２の水分散体塗布手段により水分散体
を繊維マットの裏面側に塗布することにより、表裏両面への塗布を達することができる。
更に、例えば、（２）水分散体を刷毛によって塗布することにより、表裏両面への塗布を
達することができる。
【００５６】
〈加熱加圧手段〉
　図１に例示される加熱加圧手段３０は、ダブルベルト方式の加熱加圧装置であり、本発
明の工程のうちの加熱加圧工程を行うことができる。
　この加熱加圧手段３０は、上下一定の間隔を隔てて配設された二組のドラム対３１１及
び３１２と、各ドラム対に緊張状態で掛けられたステンレス製のエンドレスベルト（即ち
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、コンベア）３２１及び３２２を有する。エンドレスベルト３２１及び３２２は、各ドラ
ム対３１１及び３１２の回転によって図１中矢印の方向へ上下等速で周回駆動される（即
ち、ロールプレス機である）。そして、これらのエンドレスベルト３２１及び３２２の間
に、繊維マットが挟み込まれ図１左方から図１右方へと搬送される。
【００５７】
　各エンドレスベルト３２１及び３２２の裏面、即ち、繊維マットと接触しない側には、
加熱加圧室３３１及び３３２、並びに、冷却加圧室３４１及び３４２、の各開口部が相対
向して配置されている。また、加熱加圧室３３１及び３３２には加熱加圧用流体が循環・
供給され、冷却加圧室３４１及び３４２には冷却加圧用流体が循環・供給されている。そ
して、外部から供給されるこれらの流体により、エンドレスベルト３２１及び３２２を介
して、繊維マットを均一な面圧によって加圧するようになっている。
【００５８】
　このような構成において、繊維マットはエンドレスベルト３２１及び３２２の間に挟ま
れ、図１右方に搬送されながらプレスされる。即ち、加熱加圧室３３１及び３３２並びに
冷却加圧室３４１及び３４２内に注入された各流体は、各室内を循環しながら、各エンド
レスベルトを均一な面圧で加圧し、この力によって繊維マットを均一な面圧でプレスでき
るようになっている。そして、繊維マットが加熱加圧室３３１及び３３２の間を通過する
際には加熱され、冷却加圧室３４１及び３４２の間を通過する際には冷却されて、加熱加
圧手段３０から送り出されることによって繊維マットが加熱加圧されてなる繊維ボードが
得られる。
【００５９】
　尚、前記加熱加圧手段３０では、冷却加圧室３４１及び３４２の有無は限定されず、こ
れらは配設されなくてもよい。この場合は、自然冷却によって冷却することもできる。更
に、加熱加圧室３３１及び３３２に換えて伝熱式の加圧ローラを用いることができる。同
様に、冷却加圧室３４１及び３４２に換えて伝熱式の加圧ローラを用いることができる。
【００６０】
　更に、図１に例示されるように、加熱加圧手段３０の下流側には搬送手段４３を接続す
ることができる。搬送手段４３は、小径ローラ４３１及び弾力性を有する樹脂製のベルト
４３２を備えると共に、ベルト４３２は小径ローラ４３１に緊張状態で掛けられ、小径ロ
ーラ４３１の回転に伴って図中矢印の方向へ周回駆動される。これによって加熱加圧手段
３０から送り出された繊維ボードを必要に応じて更に搬送することできる。
【００６１】
　本発明の方法により製造される繊維ボードの寸法及び厚さ等は特に限定されない。また
、その用途も特に限定されないが、例えば、自動車、鉄道車両、船舶及び飛行機等の内装
材、外装材及び構造材等として用いることができる。これらのうち、自動車用としては、
自動車用内装材、自動車用インストルメントパネル、自動車用外装材等として用いること
ができる。具体的には、ドア基材、パッケージトレー、ピラーガーニッシュ、スイッチベ
ース、クォーターパネル、アームレストの芯材、ドアトリム、シート用構造材、コンソー
ルボックス、ダッシュボード、各種インストルメントパネル、デッキトリム、バンパー、
スポイラー及びカウリング等が挙げられる。更に、本発明の方法により製造される繊維ボ
ードは、例えば、建築物、家具等の内装材、外装材及び構造材等として用いることができ
る。即ち、ドア表装材、ドア構造材、並びに机、椅子、棚、箪笥等の各種家具の表装材、
構造材等として用いることができる。その他、包装材、トレイ等の収容材、緩衝材等の保
護用部材及びパーティション部材等として用いることもできる。
【実施例】
【００６２】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
［１］繊維ボードの製造
　実施例１
　（１）繊維マット形成工程
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　酸変性熱可塑性樹脂｛酸変性ポリプロピレン、三洋化成工業社製、商品名「ユーメック
ス１００１」（表１の「酸変性ＰＰ樹脂」）（酸価；２６、重量平均分子量；４００００
、１６０℃における溶融粘度；１６０００ｍＰａ・ｓ）｝と、熱可塑性樹脂｛ＥＰブロッ
ク共重合樹脂、日本ポリプロ社製、商品名「ノバテックＳＡ０１」（表１の「ＰＰ樹脂」
）｝と、を表１の配合となるようにドライブレンドして混合熱可塑性樹脂を得た。その後
、この混合熱可塑性樹脂を溶融紡糸した後、裁断して、可塑性樹脂繊維（繊度；６．６ｄ
ｔｅｘ、平均繊維長；５１ｍｍ）を作製した。その後、ケナフ繊維（平均繊維長；７０ｍ
ｍ）と、前記熱可塑性樹脂繊維と、を図１に示す繊維マット形成手段１０（エアーレイ装
置）２機を用いて、搬送手段４２の樹脂ベルト上に２層に堆積させた後、図１に図示しな
いニードルパンチ装置を用いて繊維を交絡させて、目付量１２００ｇ／ｍ２、厚さ１０ｍ
ｍ（密度０．１３ｇ／ｃｍ３）の繊維マットを作製した。
【００６３】
　（２）水分散体塗布工程
　上記（１）で得られた繊維マットの表裏両面に、ポリプロピレン水分散体（三井化学株
式会社製、品名「ケミパール　ＷＰ１００」、固形分濃度４０％、粘度４００ｍＰａ・ｓ
、分散質平均粒径１μｍ）を塗布した。ポリプロピレン水分散体の塗布量は、繊維マット
を１００質量部に対して３質量部（分散質であるポリプロピレンのみの質量割合）を塗布
した。即ち、表面に１．５質量部、裏面に１．５質量部、のポリプロピレン量に相当する
水分散体を塗布した。
【００６４】
　（３）加熱加圧工程
　上記（２）までに得られた繊維マットを、ステンレス製板（厚さ１．２ｍｍ）に挟持し
て、２３５℃の熱板プレスを用いて、加圧圧力１．３７ＭＰａ（１４ｋｇｆ／ｃｍ２）で
４０秒間加熱加圧を施した（加熱加圧中の繊維マット内部温度は、接触式温度センサー（
株式会社キーエンス製、型式「ＮＲ－１０００」による測定において２００℃まで上昇し
た）。次いで、冷却プレス（ステンレス製板、厚さ１５０ｍｍ）を３．９２ＭＰａ（４０
ｋｇｆ／ｃｍ２）で６０秒間施して、繊維マット内部の温度を２５℃まで下降させて繊維
ボードを得た。
　尚、得られた繊維ボードは、全て厚さが２．３ｍｍであった。更に、目付は、実施例１
が１１８０ｇ／ｍ２、実施例２が１２００ｇ／ｍ２、実施例３が１２２０ｇ／ｍ２、実施
例４が１２６０ｇ／ｍ２、実施例５が１３００ｇ／ｍ２、比較例１が１１４０ｇ／ｍ２で
あった。
【００６５】
［２］繊維ボード及び張り付きの評価
　上記［１］（３）において、行った「熱板プレス」及び「冷却プレス」の各々際の挟持
物のプレス板への張り付きの有無を目視により調べた。その結果、張り付きを生じた場合
には、表１の張り付きの有無の欄に「×」と示し、張り付きを生じなかった場合には、表
１の張り付きの有無の欄に「○」と示した。
【００６６】
　更に、各実施例及び比較例により得られた繊維ボードを用いて、これらの最大曲げ荷重
を測定し、その結果を表１に併記した。
　最大曲げ荷重は、厚さ２．３ｍｍ、幅５０ｍｍ、長さ１５０ｍｍの平面形状が長方形の
試験片を使用し、試験片を、支点間距離１００ｍｍの２個の支点（上端部の曲率半径が３
．２ｍｍ）により支持し、支点間の中心の作用点（上端部の曲率半径が３．２ｍｍ）から
速度５０ｍｍ／分にて荷重を負荷した際の最大曲げ荷重を測定した（ＪＩＳ　Ｋ７１７１
に準拠する）。
【００６７】
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【表１】

　表１の結果から、水分散体を塗布することにより、繊維マット（又は繊維ボード）がプ
レス板へ張り付くことを確実に防止することができた。更に、最大曲げ荷重を大きくでき
るという観点から、その塗布量は１３質量部未満が好ましいことが分かる。特に、実施例
１及び実施例２では、高い最大曲げ荷重が得られることから、７質量部未満がより好まし
いことが分かる。
　尚、本発明においては、上記の具体的実施例に示すものに限られず、目的、用途に応じ
て本発明の範囲内で種々変更した実施例とすることができる。
【符号の説明】
【００６８】
　１；繊維ボード製造装置、１０；繊維マット形成手段、１１；回転体、１２；ローラ対
、１３；エアブロー装置、２０；水分散体塗布手段、２１；噴射部、３０；加熱加圧手段
、３１１及び３１２；ドラム対、３２１及び３２２；エンドレスベルト、３３１及び３３
２；加熱加圧室、３４１及び３４２；冷却加圧室、４１、４２及び４３；搬送手段、４１
１、４２１及び４３１；小径ローラ、４１２、４２２及び４３２；樹脂製ベルト
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